
（1）履行期間 令和７年４月１日（火）～令和８年３月３１日（火）

（2）対象空港 ８空港

（函館空港、釧路空港、帯広空港、稚内空港、紋別空港、旭川空港、女満別空港、中標津空港）

（3）目的 気象庁の航空気象観測所における観測通報等業務を行い、航空機の安全かつ効率的な運航を確保するこ

と。

（4）主な業務内容
①観測通報

気象現象の変化及び気象データを常時監視し、定められた時刻や基準を超えて気象現象の変化を認めた場

合等に、航空気象観測指針に基づき、視程、大気現象、雲量、雲形、雲底の高さを目視で観測し、その成

果を観測システムに入力する。これらの入力データに加え観測システムで総合的に処理し自動で得られる

データ（風向・風速、滑走路視距離（RVR）、気温等のデータ）をその成果として通報する。

②庁舎、観測機器等の維持・管理等

各観測機器の安定した運用を行うため、庁舎、付属施設、観測システム等の維持・管理等を行う。

③関係機関からの問い合わせ等への対応

関係機関（航空局、空港管理事務所、航空会社等）から気象状況に関する照会を受けた場合には、観測通

報もしくは口頭等により速やかに対応する。

（5）業務実施体制の確保 ①業務を確実に実施するため、（8）に示す勤務時間等を基本として必要な体制を確保すること。航空機の

運航状況等により、勤務時間外に業務を実施する必要が生じる場合があるため、気象庁からの連絡に応じ

て業務を速やかに実施できる体制を確保すること。

②健康状態が良好であって、（6）に示す要件を満たしている観測員を確保すること。

③空港毎に勤務表、研修・訓練計画等の立案・実施指導、その他業務全体の管理等を実施し、監督職員等

との必要な連絡調整を行う総括観測員を観測員の中から定めること。

④対象空港を一元的に管理・監督し、品質マネジメントシステムを統括することを専ら行う統括責任者を

定めること。

（6）観測員の要件 ①高等学校卒業以上またはそれと同等の学力を有すること。

②観測機器等の維持・管理のため、梯子を登り高さ10メートル程度の高所での作業が可能であること。

③ワード・エクセルによる報告書や記録の作成及びデジタルカメラの操作・写真撮影ができること。ま

た、それらのデータをパソコンからメールで送信できること。

④電子機器の取り扱いに関する基礎的な知識を有し、複写機及びＦＡＸ等の操作ができること。

⑤航空気象観測業務に関する力量を有すること。力量の詳細は別紙に示す。

⑥観測機器等の維持・管理及び障害時の対応等に必要な、当該飛行場の場内での車両運転に必要な資格を

所有していること。

⑦飛行場の場内に立ち入る際に管制機関と連絡をとるため、第3級陸上特殊無線技士と同等以上の無線従

事者の資格を所有していること。

⑧総括観測員は、空港等における航空気象観測業務を1年以上経験していること。

（7）勤務場所 ①函館航空気象観測所

 住所：北海道函館市高松町511番地

②釧路航空気象観測所

 住所：北海道釧路市鶴丘2番地

③帯広航空気象観測所

 住所：北海道帯広市泉町西9線中8番地15

④稚内航空気象観測所

 住所：北海道稚内市大字声問村字声問6744番地

⑤紋別航空気象観測所

 住所：北海道紋別市小向19ʷ3

⑥旭川航空気象観測所

 住所：北海道上川郡東神楽町東2線15号96番地

⑦女満別航空気象観測所

 住所：北海道網走郡大空町女満別中央256番地3

⑧中標津航空気象観測所

 住所：北海道標津郡中標津町北中16番地1

（8）勤務時間 ① 07:00-20:30 就業時間数 約4,928時間 ５月１日～10月24日

  06:45-20:30 就業時間数 約5,019時間 ４月１日～４月30日、10月25日～3月31日

② 07:30-21:00 就業時間数 約4,928時間

③ 07:25-21:00 就業時間数 約4,958時間

④ 07:55-18:30 就業時間数 約3,863時間

⑤ 08:30-17:00 就業時間数 約3,103時間

⑥ 07:30-21:00 就業時間数 約4,928時間

⑦ 07:25-21:00 就業時間数 約4,958時間

⑧ 07:55-18:30 就業時間数 約3,863時間

※記載内容は予定であるため、入札公告時には変更となる場合があります。

航空気象観測通報業務委託


